
ケアプランデータ連携システム利活用促進事業

導入支援セミナー

なかつ情報通信開発センター株式会社



本日のアジェンダ

ケアプランデータ連携システム

1.システム全体概要について

2.ヘルプデスクサポートサイトについて

スタートガイド 導入フロー編

3.利用開始前の確認

4.利用開始までの流れ

さいごに

システム利用状況
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１．システム全体概要について

ケアプランデータ連携システム
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システム全体概要

引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携について
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２．ヘルプデスクサポートサイトについて

ケアプランデータ連携システム
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■ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト
https://www.careplan-renkei-support.jp/index.html

各種資料

スタートガイド 導入フロー編
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https://www.careplan-renkei-support.jp/index.html


引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより 7



8引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより



３．利用開始前の確認

スタートガイド 導入フロー編
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※ケアプランデータ連携クライアントソフトを導入する端末を決定します（1事業所1端末の利用が推奨されています）

OSの確認方法
（例） 「スタート」を右クリックし、

 「システム」をクリックする

・エディション Windows 10 Pro

※PC端末のシステム環境によっては、設定により表示させていない場合もあります。システム管理者等にご確認してください。

10引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより

※必須



３．利用開始前の確認

スタートガイド 導入フロー編
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※中津市内ご利用中の主なソフトについては

12引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより

※必須



国民健康保険中央会
https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/index.html
■ベンダー試験関連
＜ベンダー試験結果＞

「ケアプランデータ連携システム」ベンダー試験実施結果（PDF）

■中津市内の主なパッケージソフトについて
・ワイズマン ・CAREKARTE（ケアカルテ）
・絆 ・ほのぼの ・すこやかサン

などが機能対応表の掲載済となっています。

13

https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/index.html


３．利用開始前の確認

スタートガイド 導入フロー編
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「電子請求登録結果に関するお知らせ」を確認

15引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより

※必須



電子請求登録結果に関するお知らせ

証明書発行用パスワード

事業所名

ユーザID KJ123456789012 事業所番号

仮パスワード
※HDから始まるユーザIDは代理請求用のため利用できません。

※ 「仮パスワード」を介護給付費の請求用で登録した際に、
変更している場合もありますので、ご確認ください。

見本

見本
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※この情報が無いと利用申請ができないのでご注意ください。

1234567890



17引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより



４．利用開始までの流れ

スタートガイド 導入フロー編
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19引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより

操作マニュアル



P11～P15を抜粋

■ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト
https://www.careplan-renkei-support.jp/

20

※補足

ダウンロードフォルダに保存されます
（もしくは、指定したフォルダ）

→ダウンロードしたファイルをダブルクリックすることで
インストーラーが確認できます。

インストーラー

https://www.careplan-renkei-support.jp/
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アプリのインストールが完了

以下、表示の手順通り

※表示されない場合は、本冊子P23 手順「13」へ

※表示された場合は、次ページへ



22

以下、表示の手順通り
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４．製品のダウンロード
連携クライアントアプリのログイン画面が表示されるこ
とで、アプリのダウンロードやインストール、必要機能
がインストールされ、起動が完了となりました。



４．利用開始までの流れ

スタートガイド 導入フロー編

24



※実際の画面操作でご覧いただきます。

25引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより



引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより

↓ どちらかの手順になります
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【国保連合会】
■電子請求受付システム総合窓口（電子請求受付システム）
https://www.e-seikyuu.jp/

確認手順
①②③電子請求受付システムにユーザID、
パスワードを入力しログインします。
※「電子請求登録結果に関するお知らせ」を参照

① ②

③

※どちらの申請手順となるか「証明書」
で確認することができます。

「証明書」
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https://www.e-seikyuu.jp/


3.6.3 介護保険証明書を再度ダウン
ロード・インストール 抜粋版

3.7 請求委任事業所用ケアプラン証
明書の取得・更新 抜粋版

https://www.careplan-renkei-support.jp/wp-
content/uploads/sites/2/2023/07/230719_manual1.pdf

https://www.careplan-renkei-support.jp/wp-
content/uploads/sites/2/2023/07/230719_manual3.pdf
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https://www.careplan-renkei-support.jp/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/230719_manual1.pdf
https://www.careplan-renkei-support.jp/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/230719_manual1.pdf
https://www.careplan-renkei-support.jp/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/230719_manual3.pdf
https://www.careplan-renkei-support.jp/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/230719_manual3.pdf


例）3.7請求委任事業所用ケアプラン証
明書の取得・更新の場合

P93～P97を抜粋

P103～P107を抜粋

請求委任事業所用ケアプラン証明書の発行申請方法

請求委任事業所用ケアプラン証明書
の取得・更新 抜粋版
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請求委任事業所用
ケアプラン証明書

発行申請を行う前に

※「発行申請を行う前に」
の内容を確認しなければ
「次へ」に進めることがで
きません。
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表示の手順通り

※参照
【電子請求登録結果に関する
お知らせ】に記載の《証明書
発行用パスワード》

表示の手順通り

表示の手順通り

表示の手順通り



※請求委任事業用ケアプラン証明書を発行申請してから
発行されるまで、数日かかる場合があります。
証明書のダウンロードとインストール作業は後日となり
ますのでご注意ください。

31

請求委任事業所用ケアプラン
証明書の発行申請が完了

表示の手順通り

表示の手順通り
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請求委任事業所用
ケアプラン証明書

※お知らせに「証明書発行完了通知」が表示されます

※発行申請後（数日後）
電子請求受付システム総合窓口（電子請求受付システム）

表示の手順通り

以下、表示の手順通り
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※参照
【電子請求登録結果に関する
お知らせ】に記載の《証明書
発行用パスワード》

表示の手順通り

以下、表示の手順通り
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電子証明書のインストール
が終了しました。

以下、表示の手順通り



４．利用開始までの流れ

スタートガイド 導入フロー編
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36引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより

※ 《仮パスワード》を電子請求受付システムで新しいパスワードに変更した際、連携システムの
ログインで使用する際に確認できるように【電子請求登録結果に関するお知らせ】に記載してお
いてください。



P23～P35を抜粋
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38

※ケアプランデータ連携システムにログインする際、
「個人ユーザーID」「パスワード」が必要となります
ので、この画面を印刷・保管しておくと便利です。

※【電子請求登録結果に関するお知らせ】に記載

以下、表示の手順通り
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※赤枠内のスクロールバーが一番下にスクロールされたことを
もって、チェックを入れることができるようになります。
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※赤枠内のスクロールバーが一番下にスクロールされたことを
もって、チェックを入れることができるようになります。



※この画面を印刷または保存する
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※システムの利用が可能となります。



４．利用開始までの流れ

スタートガイド 導入フロー編
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※ケアプランデータ連携システムが
利用可能となりました。

43引用：国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより

「電子請求登録結果に関するお知らせ」を参照

P38の4「利用可能です。」を参照



さいごに
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■システム利用状況のWAM NET掲載について
福祉・保健・医療の総合情報サイト「WAM NET」ケアプランデータ連携システム利用状況

https://www.wam.go.jp/wamappl/kpdrsys.nsf/top

※11月1日現在、中津市は5件
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https://www.wam.go.jp/wamappl/kpdrsys.nsf/top


ご清聴ありがとうございました
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質疑応答
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お問い合わせ

受託事業者：なかつ情報通信開発センター（株）

TEL：0979-22-1284
FAX：0979-24-7446
e-mail：careplan-info@nakatsu-icc.com
HP：https://www.careplan-nakatsu.com/

担当者：塩田、上村、村本
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